
ཧ্のҙ事߲をܦ
֬ೝしよう

3 章



インボイスの交付義務が免除されるのは、表の 1 ～ � の5つの場合です。
この5つの場合は、インボイスが交付されないときは保存することはできな
いので、その旨を記載した帳簿があれば仕入税額控除が認められます。また、
表の � ～ 11の場合も、この旨に当てはまることを記載した帳簿を保存する
ことで仕入税額控除が認められます。

インボイスの交付や保存が
免除されることはありますか？

Q

A

インボイスの交付が免除される取引

取Ҿ༰ ަ義͕໔আ͞れる事業者

1

2

3

4

�

税ࠐ⾦額が3万円ະ満のެަڞ௨料⾦

ࣗಈ販ച機にΑる税ࠐՁ額が
3万円ະ満の販ച

༣ศϙストにവされる༣ศ

Էചࢢでのせりや入ࡳにΑる販ച

Էചࢢ、ڠړ、ڠなどで受ୗ者が
販ചするੜ৯やྛਫ࢈など

మಓ会ࣾ、όス会ࣾなど

販ച者（ࣗಈ販ച機のઃ置者など）

༣ศہ

販ച者（ग़ՙ者）

ҕୗ者（ग़ՙ者やੜ࢈者）

チケット1枚ごとの金額や月でまとめた金額ではなく、1回の取引ごとの税
込金額が3万円未満の場合に限ります。例えば、東京～大阪間の新幹線運
賃が1人1万4,000円とすると、4人分まとめた場合は5万6,000円なので、
免除の対象とはなりません。

3-1
第３章

p28_1 p28_2 p29

p30

p31

p32_1
p32_2

第３章

p28_1 p28_2 p29

p30

p31

p32_1
p32_2

� のҕୗ販ചと受ୗ販ചに
ͭいては、4�〜4�ϖージ
で詳しくઆ໌します。
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第３章

p28_1 p28_2 p29

p30

p31

p32_1
p32_2

インボイス੍導入から�年ؒ
（ྩ5年10݄1〜ྩ11年�
݄30）、中⼩事業者（★）は、税
入れにͭ1万円ະ満の՝税ࠐ
いてはインボイスをอଘしなく
ても、ாをอଘすれば0,です。

★2年前（ج४ؒظ）の՝税ച上が1ԯ円以
下または1年前の上ݸ）ظਓの߹は1〜
�݄）の՝税ച上が5000万円以下の事業者

インボイスの保存が免除される取引
※インボイスの交付が免除される取引 1 ～ � のほか

取Ҿ༰ 取Ҿ͞れる物の例

�

�

�

�

1�

11

ग़ுཱྀ費、॓ ധ費、、సۈ支⾦、
௨ۈ⼿

؆қインボイスの要件を満たすࢪઃの
入݊などで、使用したときにճ収さ
れるもの

Ӧ業の事業者がインボイス発行事ݹ
業者ではない者からങい受͚る販ച用
のݹ

ݐ取Ҿ業の事業者がインボイス
発行事業者ではない者からങい受͚る
販ച用のݐ

࣭をӦΉ事業者がインボイス発行事
業者ではない者からങい受͚る販ച用
の࣭

Ϧサイクル事業の事業者などがインボ
イス発行事業者ではない者からങい受
͚た࠶ੜ࠶、ݯࢿੜ部

లࣔ会やඒज़ؗの入݊など

ࣾһから受͚取るཱྀ費の領収書など

※1 からങい受͚る中ंݹ、中ثָݹ、
中ݹҥ料など

※1 からങい受͚る࣌計、όッάなど

※1 からങい受͚る使用しないిࢠ機
などྨࢴ、ଐྨ⾦、ྨث

※1 からങい受͚る中ॅݹ、中ݹϚ
ンシϣンなど

※1＝個人（会社員や団体職員など）やインボイス制度に登録していない事業者

� のग़ுཱྀ費などにͭ
いては、3�〜3�ϖー
ジで詳しくઆ໌します。
� のݹӦ業にͭいて
は、51ϖージで詳し
くઆ໌します。
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インボイス発行事業者でない社員は、インボイスを発行することができま
せん。そこで、次のものについては、インボイスの発行が免除され、一定
の事項を記載した帳簿を保存すれば、仕入税額控除が受けられます。帳簿
記載については、右ページのコラムを参照してください。

社員の出張旅費、
宿泊費、通勤手当など、
インボイスを受け取れないときは
どのように対処すればよいですか?

Q

A

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当のうち、
その旅行に通常必要であると認められる部分の金額

社員に支給する通勤手当のうち、
通勤につき通常必要と認められる部分の金額

※ࣾһのసに͏సډやୀ৬者等のୀ৬等に͏సډのたΊに行͏ཱྀ行のཱྀ費にͭいてもؚΉ。

ॴಘ੫がඇ՝੫となるൣғ内にݶΓ、࣍の事߲をߟ
͑合Θせます。
●ͦの支څ額が、ࣾ内のһやࣾһのすてを௨͡

てదਖ਼なόランスがอたれたج४にଈして計算さ
れているか（ಛఆの৬や৬छにภった支څ額に
なっていないか、など）。

●ͦの支څ額が、ಉ業छ、ಉ規模の事業者などが一
ൠతに支څしている⾦額とൺて相と認Ίられ
る⾦額かど͏か。

ࣾ員がその通ۈにඞཁなަ通ؔػのར༻なͲのたΊに通ৗඞཁとೝΊられるものであれよ
く、「ඇ՝੫とされる通ۈख」（ॴಘ੫๏ࢪ⾏ྩୈ��の�）でنఆされるඇ՝੫とされる
通ۈखの⾦ֹを͑ているかͲ͏かはいませΜ。

3-2

第３章

p28_1 p28_2 p29

p30

p31

p32_1
p32_2
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Column

インボイス制度の帳簿記載と保存
　インボイスを受͚取らͣாのอଘのみで入税額߇আを受͚るたΊのه
。の௨りですه事߲は下ࡌ
　ாのอଘは、ྩݩ年10݄1に導入され、ྩ5年�݄30まで༗ޮ
となっているʮ۠分ࡌهٻ書等อଘํࣜʯとಉ͡です。

❶課税仕入れの相手方の氏名または名称
❷課税仕入れを行った年月日
❸課税仕入れに係る資産またはサービスの内容
　（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡などに係る場合は、
　資産の内容と軽減対象資産の譲渡に係るものであることを記載する）
❹課税仕入れに係る支払対価の額（税率区分ごとに合計した額）

˔ாのΈのอଘͰ仕⼊੫ֹ߇আ͕ೝΊられる仕⼊れに֘すること
　 例）3万円未満のJR利用料金、社員の出張旅費など

˔仕⼊れの૬⼿ํのॅॴ·ͨॴࡏ͕Θかること
　 ただし、仕入れ先が次の場合は記載が不要です。
　 ・船舶、バス、鉄道の運送を行った者
　 ・郵便サービスの提供をした者
　 ・出張旅費等を受け取った社員など

※古物、建物、質草、リサイクル品についても決まりがあります。
　関係する事業を営む方は、最寄りの商工会にご相談の上、ご確認ください。

上記の❶～❹を記載した帳簿を保存する必要があります。

（ඞཁな事߲͕ࡌهインボイス制度Ͱாに）ࡌه

อଘ

第３章

p28_1 p28_2 p29

p30

p31

p32_1
p32_2

ாのอଘのみで入税額߇আを受͚るに
は、௨ৗඞ要となる上هの߲ࡌهに加え、
。の߲に֘する͜とがඞ要となります࣍
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賃借料や会計士費用などを銀行の口座振替や口座振込で行う事業者は多い
でしょう。契約書に基づいて代金決済を行い、取引の都度、請求書や領収
書が発行されない取引でも、仕入税額控除を受けるためには原則としてイン
ボイスの受け取り、保存が必要ですが、次のどちらかの方法で対処できます。

口座振替や振込による事務所賃借料の
決済なども仕入税額控除できますか？

Q

A

ॻܖ

いࢧ
ఏڙଆࢧいଆ

⁞Ұ定ؒظの取Ҿを·とΊてൃ͞ߦれͨインボイスを受͚取るɻ

インボイス、Ұ定ؒظの取Ҿにͭいて·とΊてൃߦすること͕Ͱきるɻ

  インボイス登録൪߸など͕͞ࡌهれͨܖॻ（ඞཁ事߲をࡌهしͨ
ॻྨͰՄ）と、とֹ͕ۚҹ͞ࣈれͨ௨ாをอଘするɻ

インボイス、ෳのॻྨͰࡌهཁ݅をຬͨしてߏΘないɻ

事߲ࡌهॻのܖ˔
　ɾインボイス発行事業者の໊ࢯまたは໊শ
　ɾインボイス登録番号
　ɾ取Ҿ内༰
　ɾ税率۠分ごとに߹計した取Ҿ⾦額に対するফ費税額とద用税率
　ɾٻ書等の受領者の໊ࢯまたは໊শ
˔௨ாのࡌه事߲
　ɾ取Ҿ年݄
　ɾ税率۠分ごとに߹計した取Ҿ⾦額

3-3

第３章

p28_1 p28_2 p29

p30

p31

p32_1
p32_2

第３章

p28_1 p28_2 p29

p30

p31

p32_1
p32_2
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取引先に経費を立替払いしてもらった場合、領収書の宛名は取引先になっ
ています。単にこの領収書を受け取るだけでは仕入税額控除を受けること
はできません。立替金精算書などを発行してもらい、保管しましょう。

取引先に経費を立替払いしてもらったら、
どのように対処すればよいですか？

Q

A

精算

C社のインボイス、
立替金精算書発行

インボイス発行

立替払い

Aࣾ Bࣾ Cࣾ
ཱସをしてもらった ཱସをした 販ചをした

3-4

#ࣾがインボイス発行事業者でなくても、Cࣾがインボイス発行事
業者であれば、入税額߇আを行͏͜とができます。
もしཱସいの内༰がインボイスのަやอଘが免আされる取Ҿ

（34〜35ϖージࢀর）であれば、ͦのாをอଘする͜とで入
税額߇আを行͏͜とができます。

p33 p34 p36

p37_1 p37_2

p38

"ࣾ　御中　　　�令和5年11月30日

ཱସۚਫ਼ࢉ書

ϨϯλΧʔ　1�2 ○○○円

ΨιϦϯ　　1�2 ○○○円

˞ྖऩ （ূΠϯϘΠε）ίϐʔఴし·͢ɻ

ɹɹɹɹɹܭ߹ ˓˓˓ԁ

令和ü年øø月ù日
ಘҙઌ๚ಉަ࣌ߦ௨費

ཱସ⾦ਫ਼算書のྫ

#ࣾ
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ٻ書
令和5年10月31日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…　　

（株）○○○御中
令和5年10月ٻ分（�月16日ʙ10月15日）　

�52,�00円

 ⾦額
令和5年�月分（�月16日ʙ30日）
10％対象220,000円　内消費税20,000円 220,000円
�％対象162,000円　内消費税12,000円 162,000円

令和5年10月分（10月1日ʙ15日）
10％対象1��,000円　内消費税1�,000円 1��,000円
�％対象1�2,�00円　内消費税12,�00円 1�2,�00円

ٻ書
令和5年10月31日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…　　

（株）○○○御中
令和5年10月ٻ分（�月16日ʙ10月15日）　

�52,�00円

 ⾦額
令和5年�月分（�月16日ʙ10月15日）
10％対象41�,000円　内消費税3�,000円 41�,000円
�％対象334,�00円　内消費税24,�00円 334,�00円

【登録日前後を明確に分けて記載】 【登録日前後を分けずに記載】

インボイス登録日が令和5年10月1日（インボイスの開始日）なら、請求書
内で登録日前後を区分する必要があります。しかし、登録日前後を区分せず、
まとめて請求書に記載しても問題ありません。

請求期間がインボイス登録日をまたぐ場合、
どのように発行すればよいですか？

Q

A
 インボイス登録日：令和5年10月1日
 請求期間：令和5年9月16日～10月15日　
 請求日：令和5年10月31日

例

インボイスൃߦ事業者

登録ɿྩ�1�݄1

3-�

p33 p34 p36

p37_1 p37_2

p38
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ٻ書
令和5年11月30日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…　　

（株）○○○御中
令和5年11月ٻ分（10月16日ʙ11月15日）　

�52,�00円

 ⾦額
令和5年10月分（10月16日ʙ31日）
10％対象220,000円　内消費税20,000円 220,000円
�％対象162,000円　内消費税12,000円 162,000円

令和5年11月分（11月1日ʙ15日）
10％対象1��,000円　内消費税1�,000円 1��,000円
�％対象1�2,�00円　内消費税12,�00円 1�2,�00円

ٻ書
令和5年11月30日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…　　

（株）○○○御中
令和5年11月ٻ分　

令和5年10月16日ʙ31日　　3�2,000円

ٻ書
令和5年11月30日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…　　

（株）○○○御中
令和5年11月ٻ分　

令和5年11月1日ʙ15日　　3�0,�00円

 ⾦額
10％対象220,000円　内消費税20,000円 220,000円
�％対象162,000円　内消費税12,000円 162,000円

 ⾦額
10％対象1��,000円　内消費税1�,000円 1��,000円
�％対象1�2,�00円　内消費税12,�00円 1�2,�00円

インボイス登録前のٻ書には
インボイス登録番号を入れない

【登録日前後を明確に分けて記載】 【登録日前後を別々に発行】

インボイス登録日が令和５年10月2日以降の場合は、登録日前と以後を区
別する必要があります。A

 インボイス登録日：令和5年11月1日
 請求期間：令和5年10月16日～11月15日
 請求日：令和5年11月30日

例

インボイスൃߦ事業者

登録ɿྩ�11݄1

どͪらͰ
0,
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インボイス制度開始から下の図の期間は、インボイス発行事業者以外の者
からの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられています。

免税事業者からの課税仕入れには
どのように対処すればよいですか？

Q

A

80％控除可能 50％控除可能 控除不可

免税事業者等からの仕入税額控除
措置期間

ྩ�
1�݄1

ྩ�
1�݄1

ྩ11
1�݄1

3-�

p33 p34 p36

p37_1 p37_2

p38
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p33 p34 p36

p37_1 p37_2

p38

経過措置を受けるために必要なこと

❸のܦաા置のద用を受͚る՝税入れである͜とをهす߹、࣍の
どͪらかで0,です。
ɾݸʑの取Ҿごとにʮ�0ˋ（50ˋ）߇আ対ʯやʮ免税事業者から

の入れʯなどとࡌهする
ɾܦաા置のద用対となる取Ҿに、※やˑなどのه号ɾ番号等をͭ

͚、ͦのه号ɾ番号等がʮܦաા置のద用を受͚る՝税入れであ
る͜とʯとࡌهし、ผ్ʮ※は�0ˋ߇আ対ʯなどとදࣔする

❶՝税入れの相⼿ํの໊ࢯまたは໊শ
❷՝税入れを行った年݄
❸՝税入れをしたやサーϏスの内༰と

入れである͜とաા置のద用を受͚る՝税ܦ　　
❹՝税入れの額

ாのࡌه事߲

　۠分ࡌهٻ書等とಉ༷のࡌه事߲がඞ要です
❶書ྨの作成者の໊ࢯまたは໊শ
❷՝税対のやサーϏスのৡなどを行った年݄
❸՝税対のやサーϏスの内༰
❹税率ごとに߹計したᶅの税ࠐՁ額
❺書ྨのަを受͚る事業者の໊ࢯまたは໊শ

ٻॻのࡌه事߲

これまでと
同じだね。

p33 p34 p36

p37_1 p37_2

p38

43

ܦ
ཧ
্
ͷ

ҙ
ࣄ
߲
Λ
֬
ೝ
͠
Α
う

3



p33 p34 p36

p37_1 p37_2

p38

p33 p34 p36

p37_1 p37_2

p38

インボイスは、 買い⼿ と 売り⼿ の間でやり取りします。受け取った事業
者だけでなく、発行した事業者も写しを7年間保存しなくてはなりません。
発行された状態により、次のように保存をしましょう。

インボイスの保存方法を
確認したいのですが？

Q

A

電子帳簿保存法が令和4年1月1日から施行されています。
書面を電子化して保存することと電子インボイスが電子帳
簿保存法に該当し、検索要件等々の要件を満たした状態で
の保存が要求されています。ただし、やむを得ない事情が
ある場合には、令和5年12月31日までは要件を満たして
いない状態でも保存を認めるという規定があり、上記表の
赤字の部分が該当します。電子帳簿保存法の要件を満たし
ていなくとも認めるということです。

令和5年12月31日まで
インボイスのछྨ

書໘のࣸしをอଘ
（レジのジϟーφル、

一ཡදや໌ࡉ書なども可）
または

書໘のࣸしをిࢠ化してอଘ

σータでอଘ
または

ϓϦントΞウトして書໘でอଘ

書໘

インボイスࢠి

書໘（ݪຊ）をอଘ
または

書໘をిࢠ化してอଘ

σータでอଘ
または

ϓϦントΞウトして書໘でอଘ

売り⼿ 買い⼿

買い⼿

売り⼿

3-�
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p39_1 p39_2

p39_3

p40

令和6年1月1日から
インボイスのछྨ

書໘のࣸしをอଘ
（レジのジϟーφル、

一ཡදや໌ࡉ書なども可）
または

書໘のࣸしをిࢠ化してอଘ

σータでอଘ

書໘

インボイスࢠి

書໘（ݪຊ）をอଘ
または

書໘をిࢠ化してอଘ

σータでอଘ

売り⼿ 買い⼿

ΞλϦ

買い⼿

売り⼿

ΞλϦ

要件、タイムスタンϓなどの要件ࡧݕ※
（4�ϖージࢀর）を満たしている͜とが
ඞ要です。

p39_1 p39_2

p39_3

p40

p39_1 p39_2

p39_3

p40

ྩ�年1݄1からはిࢠாอଘ๏の༒（Ώ͏͡ΐ）規ఆ（ࠨϖージのԫ৭
の下ઢ部）のظ限がれます。
上のදのࣈの部分は、͜のΑ͏にอଘしてిࢠாอଘ๏の要件を満たしてい
ないとേଇ等の対となります。もとのσータがిࢠのものはࢴഔମでのอଘを
認Ίられなくなります。
インボイス੍とిࢠாอଘ๏のؔ࿈にͭいては、4�ϖージをࢀরしてください。
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Column

インボイス制度と電子帳簿保存法
。ாอଘ๏は、下の3۠分に分かれていますࢠి　
　下هのࣈの部分がओなインボイス੍にؔ࿈するものです。

会計ソフトなどの電子的に作成した帳簿、電子的に作成した決算書類や自社発行の納品書・
請求書の控えが該当します。

ாอଘ（ిࢠ的に࡞成しͨாɾॻྨ）1

電子インボイス、メールで受信した書類、ペーパーレスFAXで受信した書類、クラウド上
で交わした契約書などが該当します。

3（的にत受しͨ取Ҿࢠϝʔϧのి）取Ҿࢠి

紙媒体で発行・受領した領収証・契約書・見積書・請求書・仕入明細書などをスキャニン
グして電子保存する場合が該当します。

スΩϟφʔอଘ（ࢴͰ受ྖɾ࡞成しͨॻྨをスΩϟφʔͰอଘしͨの）2

・変更の履歴がわかること　　　　　　・検索機能
・使用中のシステムの説明書等を用意　・モニターやプリンタを準備すること

อଘのओなཁ݅

・検索機能　　　　　　　　　　　　　　　・使用中のシステムの説明書等を用意
・ディスプレイやプリンタを準備すること　・真実性を確保するための措置
※タイムスタンϓ༩、గਖ਼আのࢭにؔする事ॲ理規ఔをఆΊӡ用する。

อଘのओなཁ݅

・入力期間の制限　　　・解像度　　　　　・検索機能
・タイムスタンプ付与　・整然・明確出力　・使用中のシステムの説明書等を用意
・モニターやプリンタを準備すること

อଘのओなཁ݅

ࢠாอଘ๏はすての事業者の対応がఆされ、もとのσータがిࢠి　
のものはࢴഔମでのอଘが認Ίられͣ、േଇ規ఆもあります。
　詳しくは、ిࢠாอଘ๏をࢀরしてください。

p39_1 p39_2

p39_3

p40

ڌ規֨（PFQQPM（ϖϙル））に४ࡍࠃจ書ӡ用のࢠి
したຊ൛σジタルインボイスも開発がਐんでいます。
কདྷతにւ֎企業との取Ҿもޮ率తになりͦ͏です。
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